
130  Ⅴ  課税標準等

 ２　　法　　　　　　人　　　　　　都　　　　　　民　　　　　　税（令和２年度）　　　

法　　　　　　　　　　　　　　人　　　　　　　　　　　　　　税　　　　　　　　　　　　　　割　　　　　　　　　　　　　　額

現　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　度　　　　　　　　　　相　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　分

調  定  額 ①

事 業 年 度 数 税　  額 ② 税　  額 ③

人 件 千円 千円

   664 476    653 413   735 976 877   286 045 863

   624 991    627 159   725 675 904   286 043 567

   539 094    540 760   166 409 984   53 134 671

   85 897    86 399   559 265 920   232 908 895

本 都 本 店 分    48 147    48 450   486 837 983   201 371 103

他 府 県 本 店 分    37 750    37 949   72 427 937   31 537 793

   3 161    3 163   6 345 113

   23 479    10 258   2 746 998

   5 119    5 138    135 324

   7 726    7 695   1 073 538

（備考）１ 「納税義務者数」は、当該年度中に確定したもの及び決定したものの合計数による。ただし、当該年度中の事業年度数が２以上の法人においては、
　　　　２ 「事業年度数」は１年、６ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに１件として計上している。
　　　  ３  ｢確定法人税割額」欄の事業年度数については、納付すべき税額のないもの及び予中間申告はあるが確定申告がないものについても計上している。

３　　法　　　　　　人　　　　　　事　　　　　　業　　　　　　税（令和２年度）　　　

 (1)　調　　　　　　　　　　　　  定　　　　　　　　　　　　額

 現　　　　　　　　　　　　　 年　　　　　　　　　　　　　 度　　　　　　　　　　 相 当 分

　　　　確 定 事 業 税 額 に 対 応 す る 確 定 申 告 が 翌 年 度

　　　　前 年 度 分 の 中 間 申 告 額 に な る 中 間 申 告 額

事　業　年　度　数 税　　　　　　額 ① 事　業　年　度　数 税　　　　　　額 ② 事 業 年 度 数

本 都 本 店 分

他 府 県 本 店 分

（備考）１ 「事業年度数」は１年、６ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに１件として計上している。
　　　  ２  ｢確定事業税額」欄の事業年度数については、納付すべき税額のないもの及び予中間申告はあるが確定申告がないものについても計上している。

　　 　 ３ 「所得課税分（外形対象法人分を除く）」は地方税法第72条の２第１項第１号ロに掲げる法人分、「収入金額課税分」は同項第２号及び第３号に

資 本 割 分 -   192 477 847 -   81 465 465

所 得 割 分    14 353   100 447 270    9 923   40 942 726

付 加 価 値 割 分 -   331 908 013 -   134 801 146

外 形 対 象 法 人 分    14 353   624 833 130    9 923   257 209 337

清 算 法 人    7 623    631 948     119    1 478

収 入 金 額 課 税 分    4 625   44 015 075    1 084   20 484 067

公 益 法 人 等    10 258   6 009 872 - - 

人 格 な き 社 団 等    5 127    311 750 - - 

特 別 法 人    10 085   10 583 773 - - 

   33 286   36 529 997    9 240   11 076 984

   42 058   130 438 290    11 680   42 756 011

   526 873   224 759 280    53 808   54 461 710

分 割 法 人    75 344   166 968 287    20 920   53 832 995

所 得 課 税 分    635 310   409 264 910    74 847   108 296 183

普 通 法 人    602 217   391 727 567    74 728   108 294 705

都 内 法 人

総 計    654 288  1 078 113 115    85 854   385 989 587

件 千円 件 千円

区　　　　　　分 確　　定　　事　　業　　税　　額

清 算 法 人    284 947     121    2 296

公 益 法 人 等    918 469 - - 

人 格 な き 社 団 等    319 203 - - 

特 別 法 人    891 163 - - 

千円 件

分 割 法 人   39 421 836    28 825

都 内 法 人   48 221 594    58 187

普 通 法 人   87 643 430    87 012

事 業 年 度 数

総 計   90 057 212    87 133

区　　　　　　分

均 等 割 額

納　　税

義 務 者 数

確 定 法 人 税 割 額
　　確定法人税割額に対応する

　　前年度分の中間申告額

  12 050 477    12 656

  27 371 359    16 169

（外形対象法人分を除く）
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 ２　　法　　　　　　人　　　　　　都　　　　　　民　　　　　　税（令和２年度）　　　

法　　　　　　　　　　　　　　人　　　　　　　　　　　　　　税　　　　　　　　　　　　　　割　　　　　　　　　　　　　　額

現　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　度　　　　　　　　　　相　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　分 過年度相当分 合 計 調 定 額

確 定 申 告 が 翌 年 度 中間納付額の 差 引 調 定 額 調  定  額

に な る 中 間 申 告 額 歳出還付額 ②－③＋④＋⑤ 調  定  額 ⑥ ＋  ⑦ ① ＋ ⑧

事 業 年 度 数 税  　額 ④  　  ⑤ 　  ⑥  　  ⑦ ⑧

件 千円 千円 千円 千円 千円 千円

   84 145   663 397 034

   84 040   650 636 491

   56 819   189 003 395

   27 221   461 633 096

   15 167   394 685 826

   12 054   66 947 270

-   7 249 134

-   3 676 506

-    461 021

    105   1 373 883

　１納税義務者とする。

３ ｢確定法人税割額」欄の事業年度数については、納付すべき税額のないもの及び予中間申告はあるが確定申告がないものについても計上している。

３　　法　　　　　　人　　　　　　事　　　　　　業　　　　　　税（令和２年度）　　　

 (1)　調　　　　　　　　　　　　  定　　　　　　　　　　　　額

現 年 度  相　　　　　　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　　　　分 過 年 度 相 当 分

確 定 申 告 が 翌 年 度 中間納付額の 差 引 調 定 額 合  計  調  定  額

に な る 中 間 申 告 額 歳出還付額 ①－②＋③＋④ 調　　定　　額 ⑤ ＋  ⑥

事 業 年 度 数 税　  額 ③ ④　 ⑤　 ⑥　

件 千円 千円 千円 千円 千円

 1 117 504 763

  436 427 168

  418 630 002

  244 219 744

  174 410 258

  135 922 608

  38 487 650

  10 739 961

  6 058 411

   334 205

   664 589

  44 084 041

  636 993 554

  100 668 757

  338 439 266

  197 885 531

　

掲げる事業分、「外形対象法人分」は同項第１号イに掲げる法人分を指している。

   277 375

  136 018 835   4 494 801   337 620 503    818 763

  85 400 205   1 195 569   197 608 156- 

  1 399 646

   9 596    303 508

- 

  43 841 060

   9 596

  39 715 762   1 144 943   100 365 249

  261 134 802   6 835 313   635 593 908

    103  2 602

   242 981

   31 056     461    661 987

   1 110   20 263 487    46 565

   154 614

-    48 539

- 

- -   6 009 872

- -    311 750    22 455

  6 276 163   134 580 856

    1    1 574 -   10 585 347

   8 723   10 866 930   1 678 667   37 998 610    489 040

  1 830 792

   10 822   40 622 414

  51 489 344   7 954 830   172 579 466

  1 341 752

   51 307

   19 545

  57 797 914   10 446 557   238 542 041   5 677 703

  109 319 888   18 401 848   428 690 463   7 736 705

   70 852   109 287 258   18 401 387   411 121 507   7 508 495

   70 956

   81 662   390 718 177   25 283 726  1 108 125 431   9 379 332

  1 088 243   16 699     301     693   1 088 936

   135 324    6 494    141 818

   12 858   6 357 971

- 

- - 

-   2 746 998    11 039   2 758 037

  6 807 792   573 339 822

  69 791 790   21 919 694   418 068 509

  17 627 977   7 244 554   138 147 844

  4 142 751   422 211 260

  87 419 767

  29 164 550   566 532 030  87 436 466

   584 990

  17 966 362   363 756 706

  9 468 326   3 953 333   54 311 803

  60 323 464

  29 164 249   556 216 353   6 776 708   562 993 061

  2 633 957   140 781 801

- -   6 345 113

  3 557 761   367 314 467

  54 896 793


